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※一斉募集・随時募集ともに基本的な流れは同じです。 
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1. 仮審査申し込み 

正式申込の前に、内容について仮審査をさせていただきます。 

① 「福岡市政だより広告仮審査申込書」（以下、仮審査申込書）を広報課へ電子メールで送付 

 

 

 

 

② 仮審査申込書の内容をもとに広告掲載の可否を確認 

 確認に数日を要する場合があります。 

 仮審査申込書の内容と契約締結後の出稿原稿の内容が異なる場合は、契約解除事由に該当

しますので具体的に記載をお願いします。 

 枠を分割してお申し込みされる場合は、全ての広告主を仮審査申込書に明記してください。 

 契約締結後枠を分割したり、広告主を変更される場合、契約解除事由に該当します。 

 同一広告主の同商品・サービス等については１号あたり1 枠とします。 

 

③ 広告掲載の可否について広報課から電子メールにて回答 

 出稿内容、消費者生活相談の動向等によりお断わりする場合があります 

 随時募集については募集枠数に達した時点で、一旦、仮審査申込書の受付を終了します。 

 申込受付状況等については、市ホームページでお知らせします。 

 

 

 

 

2. 正式申し込み 

   仮審査申込書で「掲載承認」となり「正式申込への移行を希望する」としている場合は、仮審査申込 

書をそのまま正式な申込書として取り扱います。 

「仮審査のみ」も可能です。その際は、正式申込の受付順序の対象となる仮審査申込書からは外れま 

すので、正式申込を行う場合は、新たに仮審査申込書から提出していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  件 名：市政だより広告仮審査申込（Ｍ月Ｄ日号） 

提出先：koukoku-koho.MO@city.fukuoka.lg.jp 

市ホームページ「市政だよりスケジュール・受付状況」 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/ad/akiwaku.htm

l 

◆枠の仮押さえ◆ 

  枠の仮押さえは、１広告主につき、１号１枠まで申込日を含め３日間可能です。 

   ・「３営業日」ではありません。日数には土日祝も含みます。  

   ・仮押さえが解除された後の再申請・延長はできません。 

   ・仮押さえは「メール」でお申し込みください。 

 

             件 名：市政だより広告Ｍ月Ｄ日号仮押さえ 

提出先：koukoku-koho.MO@city.fukuoka.lg.jp 

 

 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/ad/akiwaku.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/ad/akiwaku.html
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3. 契約締結 

   正式申込となった場合、広報課から契約関係書類を電子メールで送付しますので、必要事項を 

記入押印の上、指定する期限までに持参又は郵送にて提出願います。 

 

 

 

4. 契約解除 

   契約締結後に契約解除となった場合は、所定の違約金が発生します。また、下記のような事例も契 

約解除に該当しますのでご注意ください。 

 仮審査申込書と出稿原稿の内容が異なる（仮審査申込書から判断のつかなかった内容も同等して扱います。） 

 広告主に変更があった 

 広告枠を分割する 

 契約書類提出後の掲載号変更 

 

 

 

 

 

5. 広告原稿入稿・期限 

   入稿された原稿内容について広報課で確認を行います。確認後、印刷会社へ入稿となります 

ので、原稿に疑義がある場合は事前確認いただくか、早めの入稿をお願いします。 

下記データを添付の上、メールで入稿してください。 

 広告データ 

※大容量転送サービス（ギガファイル便等）にアップロードし、URL をメール本文に貼り付け

てください。 

 PDFデータ 

 広告掲載承認願（宣誓書）兼検査調書（広告代理店様が記名・捺印） 

 広告掲載内容確認報告書（福岡市広告事業実施要領第 16に定める確認が必要な場合） 

  

  ※広告内容確認報告書について 

 福岡市広告事業実施要領第 16 に定める確認は、広告代理店において、該当する広告表示に関

する問い合わせ先へ確認してください。 

 過去に同内容の広告を掲載した場合でも、掲載の都度、内容を確認する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

書類提出期限：メール受信日から１０日以内もしくは広報課が指定する日 

入稿期限：発行日の２５日前もしくは広報課が指定する日 

（https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/ad/akiwaku.htm） 

違約金（福岡市政だより広告掲載要綱第９条より抜粋） 

発行日の１月前まで・・・契約金額の１０分の１ 

            発行日の１月前以降・・・契約金額の１０分の２ 

校了日３日前以降 ・・・契約金額 

※土日祝にかかる場合は、前営業日を基準とする 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/ad/akiwaku.htm
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6. 広告制作時のルール 

① 広告サイズ   

 記事下 天地 75mm× 左右240mm 

※枠線まで含めてこのサイズに収めてください。 

 

 囲み罫 

    広告は、幅１ポイント以下で黒または広告の基調となっている色で囲み罫を付けてください。 

分割した広告の場合は、それぞれの広告を罫で囲むか、全体を罫で囲んでください。 

※記事部分と広告が区別できるようにしてください。 

 

＜例＞ 

    分割の場合 

 

 

 

 

 

 

 

② 文字サイズ 

原則、８ポイント以上（注意書きについては厳守）。以下の内容については、例外とします。 

 ロゴ及びロゴに併記する表記 

 交通アクセスや間取り等の図面 

 ホームページ・メールアドレス、ホームページ検索窓の表記 

 イベント等 のスケジュール 

 その他、広報課長が特に認めるもの 

 

③ 「広告」表記 

      広告枠内の左上部、または右上部に、下記の例のとおり  広 告  と表記して下さい 

＜例＞ 

 

 

④ イラストレーターの仕様・QR コードの掲載について 

 バージョン：Illustrator CC20２０まで 

 カラーモードは CMYK（特色不可） 

 文字は全てアウトライン化してください。 

 不要なレイヤーは削除または統合してください。 

 QRコードは、黒１色で作成してください。 

（複数色で作成した場合、印刷時に版ずれが起きると読み込みができなくなります） 
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7. 色校原稿・確認 

   色校原稿があがってきたら広報課より電子メールにて連絡しますので、お受け取りをお願い 

します。回答期限を過ぎての修正は受付けません。 

  

 

 

8. 広告料の支払 

   色校原稿と一緒に「納入通知書」をお渡ししますので期限内にお支払いをお願いします。新た 

に指定代理店となった場合、初回契約時のみ、前払金として広告料をお支払いただきます。 

納入期限については「市が収納する日」です。金融機関等の入金反映日等を確認の上処理 

願います。遅延時は所定の遅延利息が発生します。 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

回答期限：発行日の１５日前もしくは広報課が指定する日 

延滞金：福岡市政だより広告掲載要綱第10条による 

広告料金及び違約金を広報課長が指定する期日までに支払わない場合は、福岡市税外

収入金の督促及び延滞金条例（昭和39 年福岡市条例第26 号）第４条の規定に基づき、

延滞金を支払わなければならない。  

納入期限：掲載号の翌月末まで（4月 1日号のみ5月中旬まで） 
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